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(57)【要約】
【課題】粒子線治療装置で要求される照射ビームのエネ
ルギーの変更制御が容易でありかつ、装置コストおよび
装置の大型化を抑えられるイオンシンクロトロンを提供
する。
【解決手段】電磁石電源制御装置22は、対して励磁電流
パターンデータ401に基づき励磁電流設定値221を偏向電
磁石電源21に設定する。電流変化検出装置23は、偏向電
磁石電源制御装置22から入力した励磁電流設定値221の
変化量が更新制御の基準となる参照電流値（Iref）以上
になると、高周波制御装置32内の周波数更新制御部36に
周波数更新指令信号231を出力する。高周波制御装置32
内の周波数更新制御部36は、周波数更新指令信号231を
入力すると、周波数データメモリ35に記憶された周波数
パターンデータ403から励磁電流設定値221の変化に対応
する周波数データ351を読み込み、高周波発振器34に周
波数設定値321として設定する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオンビームを一定軌道上で周回させるための偏向磁場を発生する偏向電磁石と、
　この偏向電磁石に励磁電流を供給する偏向電磁石電源と、
　この偏向電磁石電源が出力する励磁電流を、予め設定された励磁電流パターンデータに
基いて制御する偏向電磁石制御手段と、
　イオンビームを加速しエネルギーを付与する高周波電圧を印加する加速空胴、この加速
空胴に印加する高周波信号を発振する高周波発振器、この高周波発振器から出力される高
周波信号を増幅する電力増幅器、および、高周波発振器に周波数設定値を設定する高周波
制御手段を有する高周波加速装置と
　を備えたイオンシンクロトロンにおいて、
　更に、前記偏向電磁石制御手段が設定する励磁電流設定値に基づいて、励磁電流の変化
を検出する電流変化検出手段を備え、
　前記高周波制御手段は、前記電流変化検出手段が励磁電流の変化を検出する毎に、励磁
電流変化に対応するように周波数設定値を更新する周波数更新制御部を有する
　ことを特徴とするイオンシンクロトロン。
【請求項２】
　請求項１記載のイオンシンクロトンにおいて、
　前記高周波制御手段は、偏向磁場強度に対するビームの周回周波数との関係式と、励磁
電流に対する偏向磁場強度との関係式とから導出された周波数パターンデータを記憶する
周波数データメモリ部を有し、
　前記周波数更新制御部は、周波数データメモリ部に記憶された周波数パターンデータか
ら、励磁電流変化に対応する周波数データを読み込み、周波数設定値とする
　ことを特徴とするイオンシンクロトロン。
【請求項３】
　請求項２記載のイオンシンクロトンにおいて、更に、
　シンクロトロン内を周回するイオンビームの目標軌道を設定するビーム軌道設定手段と
、
　イオンビームの軌道を検出するビーム軌道検出手段と、
　目標軌道と検出軌道との変位値に基づき、この変位値を打ち消すように、前記周波数デ
ータに対する周波数補正量を演算する周波数補正量演算手段と
　を備えることを特徴とするイオンシンクロトロン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、陽子や重イオンなどの荷電粒子ビーム（イオンビーム）を利用した粒子線治
療装置に好適なイオンシンクロトロンに関し、偏向磁場強度の励磁制御に対応した高周波
加速制御がされるイオンシンクロトロンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　がんの放射線治療として、陽子または重イオン等のイオンビームを患者のがんの患部に
照射して治療する粒子線治療が知られている。この治療に用いる粒子線治療装置は、イオ
ンビーム発生装置、ビーム輸送系、及び照射装置を備える。イオンビーム発生装置は、イ
オンビームを周回させながら所望のエネルギーまで加速させるシンクロトロンやサイクロ
トロンを有する。イオンビーム発生装置から供給されるイオンビームは、ビーム輸送系に
て照射装置に供給される。照射装置は、患者の患部形状に合致した照射野を形成する。
【０００３】
　照射装置での照射野形成法には、大きく散乱体照射法とスキャニング照射法に分けられ
る。散乱体照射法は、供給されたビームを患部形状に合わせて、散乱体やリッジフィルタ
を用いて照射平面方向および深さ方向に広げた後、ボーラスやコリメータで患部形状に合
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致した照射野を形成する。スキャニング照射法は、走査電磁石で患部平面方向にビームを
走査し、イオンビームのエネルギーを制御して患部深さ方向を照射することで、患者の患
部形状に合わせた照射を実現する。スキャニング照射法は、散乱体を用いず、直接患部に
イオンビームを照射可能なためイオンビームの利用効率が高く、散乱体照射法よりも患部
形状に合致したイオンビーム照射が可能といった利点が注目されている。
【０００４】
　シンクロトロンは、イオンビームを安定に一定軌道上を周回させる偏向電磁石、周回軌
道に沿って周回するイオンビームに高周波電圧を印加して所望のエネルギーまで加速する
高周波加速装置、所望のエネルギーまで加速したイオンビームを周回軌道外に出射する出
射装置等を備える（例えば、特許文献１）。
【０００５】
　シンクロトロンでビームを安定に周回させながら所望のエネルギーまで加速するには、
イオンビームのエネルギー増加に合わせて偏向電磁石に発生させる偏向磁場強度と高周波
加速装置に発生する高周波電圧の周波数を協調して制御する必要がある。
【０００６】
　また、シンクロトロン内を周回するイオンビームの軌道は、イオンビームの周回周波数
と偏向磁場強度により規定される。イオンビームの周回周波数は、高周波加速装置に発生
する高周波電圧の周波数と一致する。そのため、偏向磁場強度の励磁制御と高周波電圧の
周波数制御が協調制御できないと、シンクロトロン内を周回するイオンビームは、設計軌
道上を安定に周回できない。
【０００７】
　高周波加速装置は、加速空胴、高周波発振器、電力増幅器および高周波制御装置から構
成される。シンクロトロン内を周回するイオンビームは、加速空胴を通過する際に高周波
電圧によりエネルギーを付与される。加速空胴に印加する高周波電圧は、高周波発振器の
出力信号を電力増幅器で増幅したものを利用する。高周波発振器に設定する周波数データ
は、偏向磁場強度の変化と協調して更新制御することで、シンクロトロン内を周回するイ
オンビームを所望のエネルギーまで安定に加速することができる。
【０００８】
　高周波発振器に設定する周波数データの更新制御にかかる従来技術が、非特許文献１お
よび特許文献２に記載されている。非特許文献１記載の従来技術は、偏向磁場強度のパタ
ーン励磁運転に基づき予め作成した周波数データを一定周期で更新制御するものである（
以下、Ｔクロック制御）。特許文献２記載の従来技術は、偏向磁場強度が所定の量だけ変
化に対応した高周波電圧の周波数データを予め用意しておき、偏向磁場強度の変化をサー
チコイル等の磁場検出手段を用いて検出し、偏向磁場強度が所定の量だけ変化する毎に周
波数データを更新制御するものである（以下、Ｂクロック制御）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特許第２５９６２９２号公報
【特許文献２】特許第３２６９４３７号公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Beam Acceleration with T-clock、 Proc. of ARTA 2008、 Tokyo
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　粒子線治療装置では、患部の深さ方向へのビーム飛程調整は、イオンビームのエネルギ
ーを変更することで所望の患部への照射を実現する。特にスキャニング照射法では、シン
クロトロンから供給するイオンビームのエネルギーを調整することで、イオンビームの飛
程を患部の深さに合わせるため、患者への照射治療中に複数回のエネルギーの変更制御が
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要求される。
【００１２】
　この際、非特許文献１記載の従来技術（Ｔクロック制御）を適用すると、照射治療中に
周波数データを頻繁に更新する必要があり、複雑な制御となる。また、治療で使用するイ
オンビームのエネルギー数に応じて高周波加速装置を構成する制御装置に予め周波数デー
タを用意しておき、エネルギーの更新毎に周波数データを入れ替えることも可能であるが
、スキャニング照射法で照射治療に必要なエネルギーは数十種にも及ぶため、周波数デー
タを保存しておくメモリ容量が膨大となり、制御装置のコストが高くなることにより、シ
ステム全体の装置コストも高くなる。
【００１３】
　一方、特許文献２記載の従来技術（Bクロック制御）を適用する場合、周波数データは
偏向磁場強度の関数で表現されるため、イオンビームの入射エネルギーから最大出射エネ
ルギーの範囲で周波数データを用意しておけば、エネルギーの変更の度に周波数データの
変更は不要である。しかし、Ｂクロック制御では、偏向磁場強度の変化を検出する検出手
段が必要となる。従来の粒子線治療装置では、偏向磁場強度変化の検出専用の偏向電磁石
を用意するか、シンクロトロンを構成する偏向電磁石の磁極間にサーチコイルを設置して
いた。磁場検出専用の偏向電磁石を用意する場合、シンクロトロンを構成する偏向電磁石
も他に新たな偏向電磁石を追加するため、装置コストが高くなってしまう。また、粒子線
治療装置の普及に際し、治療装置の小型化が進められているが、磁場検出専用の偏向電磁
石を用いると、治療装置の小型化を妨げる要因にもなる。一方、偏向電磁石の磁極間にサ
ーチコイルを設置する場合、サーチコイルを設置するために磁極間隔を広げるか、薄型の
サーチコイルを設置する必要がある。磁極間隔を広げると、装置が大型化することに加え
て、起磁力が余分に必要となるため、電磁石電源の容量が多く必要となり、装置コストが
高くなる。また、薄型のサーチコイルはコイルの製作が特殊なため、装置コストが高くな
る。
【００１４】
　以上のように、非特許文献１記載の従来技術（Ｔクロック制御）には、制御の非容易性
およびコストに係る課題があり、特許文献２記載の従来技術（Bクロック制御）には、大
型化およびコストに係る課題があった。
【００１５】
　本発明の目的は、粒子線治療装置で要求される照射ビームのエネルギーの変更制御が容
易でありかつ、装置コストおよび装置の大型化を抑えられるイオンシンクロトロンを提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　（１）本発明は、上記目的を達成するために、イオンビームを一定軌道上で周回させる
ための偏向磁場を発生する偏向電磁石と、この偏向電磁石に励磁電流を供給する偏向電磁
石電源と、この偏向電磁石電源が出力する励磁電流を、予め設定された励磁電流パターン
データに基いて制御する偏向電磁石制御手段と、イオンビームを加速しエネルギーを付与
する高周波電圧を印加する加速空胴、この加速空胴に印加する高周波信号を発振する高周
波発振器、この高周波発振器から出力される高周波信号を増幅する電力増幅器、および、
高周波発振器に周波数設定値を設定する高周波制御手段を有する高周波加速装置とを備え
たイオンシンクロトロンにおいて、更に、前記偏向電磁石制御手段が設定する励磁電流設
定値に基づいて、励磁電流の変化を検出する電流変化検出手段を備え、前記高周波制御手
段は、前記電流変化検出手段が励磁電流の変化を検出する毎に、励磁電流変化に対応する
ように周波数設定値を更新する周波数更新制御部を有する。
【００１７】
　周波数更新制御部は、電流変化検出手段の検出結果に基づき、励磁電流変化に対応する
ように周波数設定値を更新する。一方、励磁電流変化に伴い偏向磁場強度も変化する。し
たがって、本発明の励磁電流変化に対応するように周波数設定値を更新する制御は、結果
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的に、偏向磁場強度に対応するように周波数設定値を更新する制御（Ｂクロック制御）と
同様な制御となり、同様な効果が得られる。
【００１８】
　ところで、電流変化検出手段は、偏向電磁石制御手段が設定する励磁電流設定値に基づ
いて、励磁電流の変化を検出する。励磁電流設定値は制御で用いられる数値データであり
、励磁電流設定値を得るのに、Bクロック制御で必須であった偏向磁場強度の変化を検出
する検出手段等の構成は不要である。
【００１９】
　つまり、Bクロック制御における大型化およびコストに係る課題は生じない。これによ
り、本発明は、Bクロック制御と同様にエネルギーの変更制御が容易であり、かつ、装置
コストおよび装置の大型化を抑えられる。
【００２０】
　（２）上記（１）において、好ましくは、前記高周波制御手段は、偏向磁場強度に対す
るビームの周回周波数との関係式と、励磁電流に対する偏向磁場強度との関係式とから導
出された周波数パターンデータを記憶する周波数データメモリ部を有し、前記周波数更新
制御部は、周波数データメモリ部に記憶された周波数パターンデータから、励磁電流変化
に対応する周波数データを読み込み、周波数設定値とする。
【００２１】
　これにより、周波数更新制御は、周波数パターンデータに基づいて行われており、イオ
ンシンクロトロンのエネルギー変更時に周波数パターンデータを入れ替える必要はない。
また、大容量のメモリも不要である。本発明は、Tクロック制御に比べエネルギーの変更
制御が容易であり、かつ、装置コストを抑えられる。
【００２２】
　（３）上記（２）において、好ましくは、更に、シンクロトロン内を周回するイオンビ
ームの目標軌道を設定するビーム軌道設定手段と、イオンビームの軌道を検出するビーム
軌道検出手段と、目標軌道と検出軌道との変位値に基づき、この変位値を打ち消すように
、前記周波数データに対する周波数補正量を演算する周波数補正量演算手段とを備える。
【００２３】
　本発明は、励磁電流に対する偏向磁場強度との関係式（I-B特性）に基づいて、励磁電
流パターンデータが生成されるため、I-B特性に僅かでも誤差があると、適切な周波数更
新制御ができず、シンクロトロン内を周回するイオンビームが、設計軌道上を安定に周回
できないおそれがある。
【００２４】
　ビーム軌道フィードバック制御機構（ビーム軌道設定手段、ビーム軌道検出手段および
周波数補正量演算手段）を追加することにより、シンクロトロン内を周回するイオンビー
ムを所望の軌道上を周回させることが可能となり、より安定したビーム加速制御が可能と
なる。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、照射ビームのエネルギーの変更制御が容易でありかつ、装置コストお
よび装置の大型化を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】シンクロトロンが適用される粒子線治療装置の全体構成図である。
【図２】偏向電磁石の磁場強度パターンの一例を示す図である。
【図３】制御ブロックダイアグラムである（第１実施形態）。
【図４】励磁電流パターンデータおよび周波数パターンデータの生成に係る制御フローで
ある。
【図５】電流変化検出装置に係る制御フローである。
【図６】制御ブロックダイアグラムである（第２実施形態）。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
　＜第１実施形態＞
　～構成～
　図１は、本実施形態のシンクロトロンが適用される粒子線治療装置の全体構成図である
。粒子線治療装置は、イオンビーム発生装置1、ビーム輸送系16、及び照射装置17を備え
る。
【００２８】
　イオンビーム発生装置1は、イオンシンクロトロン10とイオンシンクロトロン10にビー
ムを供給する前段加速器11とから構成されている。イオンシンクロトロン10は、偏向電磁
石20や四極電磁石（図示せず）、加速空胴31、入射装置12、出射装置13および、ビーム軌
道モニタ14等から構成されている。
【００２９】
　イオンビーム発生装置1は、前段加速器11から出力されるイオンビーム15を入射装置12
を経由してシンクロトロン10に入射し、偏向電磁石20や四極電磁石の励磁により、イオン
ビーム15をシンクロトロン10内の一定軌道を安定に周回させる。更に、一定軌道上を周回
しているイオンビーム15に対して、加速空胴31に高周波電圧を印加することで、加速空胴
31を通過するイオンビーム15を集群化し、次に、集群化したイオンビーム15を加速する。
【００３０】
　シンクロトロン内でのイオンビームの安定周回を維持するには、偏向磁場強度の励磁制
御と高周波電圧の周波数制御を協調して行う必要がある。すなわち、本実施形態は、協調
制御をおこなう特徴的構成23（後述）を有し、イオンビーム15の加速時には、偏向電磁石
電源制御装置22は、偏向電磁石20の励磁電流値211を増加し、これに協調して高周波制御
装置32は、加速空胴31に印加する高周波電圧の周波数設定値321を更新する。これにより
、偏向電磁石20の励磁電流値211の増加と高周波電圧の周波数設定値321の更新を同期させ
ながら、所望のエネルギーを得ることができる。
【００３１】
　加速終了後、イオンシンクロトロン10内を周回するイオンビーム15は出射装置13からシ
ンクロトロン10外に出射され、ビーム輸送系16を経由して照射装置17に供給される。照射
装置17は、患部形状に合致した照射野を形成し、患者18にビームを照射する。
【００３２】
　イオンビーム15の出射制御が終了すると、シンクロトロン10内に残存したイオンビーム
15を減速する。イオンビーム15の減速時には、偏向電磁石電源制御装置22は偏向電磁石20
の励磁電流値211を減少させ、これに協調して高周波制御装置32は、加速空胴31に印加す
る高周波電圧の周波数設定値321を更新する。
【００３３】
　上位制御システム40は、粒子線治療装置を統括的に制御する。
【００３４】
　～制御～
　図２は、偏向電磁石20の磁場強度パターン400の一例を示す図である。
【００３５】
　スキャニング照射法では、患部の深さに合わせてビームの飛程を細かく制御する必要が
ある。イオンシンクロトロン10は出射制御時のビームエネルギーを変更することでビーム
飛程に係る制御を実現する。具体的には、出射制御時のビームエネルギーに対応して偏向
電磁石20に発生する磁場強度を変更させる。偏向磁場強度の変更は、出射制御時の励磁電
流値211を変更することで実現できる。
【００３６】
　イオンシンクロトロン10は、入射・捕獲、加速、出射、減速といった一連の制御を患者
への治療照射が終了するまで繰り返す。偏向電磁石電源制御装置22は、偏向電磁石20に発
生する磁場強度に概ね比例した励磁電流値211を演算する。
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【００３７】
　一方、高周波制御装置32は、イオンシンクロトロン10の偏向磁場強度が時間的に変化す
る時間域（周波数更新制御区間）において、周波数の更新制御をおこなう。
【００３８】
　図３は、制御ブロックダイアグラムである。本実施形態は、励磁制御に係る構成20～22
と、高周波加速装置30と、電流変化検出装置23と、上位制御システム40とを備えている。
【００３９】
　まず、偏向電磁石20の励磁制御について説明する。上位制御システム40から電磁石電源
制御装置22に励磁電流パターンデータ401（後述、図4参照）が設定される。電磁石電源制
御装置22は、シンクロトロン10の運転制御開始とともに、偏向電磁石電源21に対して励磁
電流パターンデータ401を構成する励磁電流設定値221を逐次設定する。偏向電磁石電源21
は、偏向電磁石電源制御装置22からの設定値に基づいた励磁電流211を出力する。偏向電
磁石20は励磁電流211により励磁され、所定の偏向磁場強度が発生する。
【００４０】
　次に、高周波電圧の周波数制御について説明する。
【００４１】
　高周波加速装置30は、加速空胴31、電力増幅器33、高周波発振器34、高周波制御装置32
から構成される。高周波制御装置32は、周波数データメモリ35および、周波数更新制御部
36より構成される。
【００４２】
　加速空胴31に印加する高周波信号331の周波数パターンデータ403（後述、図4参照）は
、治療運転前に上位制御システム40より、高周波制御装置32に設定され、高周波制御装置
32内の周波数データメモリ35に記憶される。
【００４３】
　シンクロトロン10での加速制御開始とともに、高周波制御装置32は、加速空胴31に印加
する高周波電圧の周波数設定値321の更新を開始する。高周波制御装置32内の周波数更新
制御部36は、周波数更新指令信号231（後述、図５参照）を入力すると、周波数データメ
モリ35に記憶された周波数パターンデータ403から励磁電流設定値221の変化に対応する周
波数データ351を読み込み、高周波発振器34に周波数設定値321として設定する。
【００４４】
　高周波発振器34は、周波数設定値321と一致した周波数の低電力高周波信号341を出力し
、電力増幅器33に入力する。電力増幅器33は、低電力高周波信号341を増幅し、高電力の
高周波信号331を加速空胴31に印加する。
【００４５】
　図4は、励磁電流パターンデータ401および周波数パターンデータ403の生成に係る制御
フローである。周波数パターンデータ403は、偏向磁場強度に対応した周波数データ351か
ら構成されている。
【００４６】
　まず、予め、励磁電流Iに対する偏向磁場強度（B）の出力特性（I－B特性）を取得する
（ステップS1）。I－B特性は、実際に偏向電磁石20に励磁電流211を流し、偏向電磁石20
に発生した偏向磁場強度を計測することにより、取得する。
【００４７】
　ユーザは、イオンシンクロトロン10の運転条件に合った偏向磁場強度パターンを上位制
御システム40に入力する（ステップS2）。また、偏向磁場強度パターンデータの生成分解
能（偏向磁場強度の更新間隔）を設定する（ステップS3）。上位制御システム40は、入力
データおよび生成分解能に基づき、偏向磁場強度パターンデータ400を生成する（ステッ
プS4）。
【００４８】
　さらに、上位制御システム40は、磁場強度パターンデータ400およびI-B特性に基づき、
偏向磁場強度の更新間隔に合わせて励磁電流パターンデータ401を生成する（ステップS5
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）。
【００４９】
　ところで、高周波加速装置30における周波数は、イオンビームの周回周波数（ｆ）と一
致する。周回周波数（ｆ）は、（数１）に示すように、偏向磁場強度（B）の関数として
表すことができる。ただし、hはバンチ数、Rはシンクロトロンの平均半径、m0は周回する
荷電粒子の静止質量である。
【００５０】
【数１】

【００５１】
　上位制御システム40は、磁場強度パターンデータ400および（数１）に基づき、周波数
パターンデータ403を生成する（ステップS6）。
【００５２】
　このような制御により、偏向磁場強度パターンデータ400から励磁電流パターンデータ4
01および周波数パターンデータ403の生成が可能となる。
【００５３】
　なお、本実施形態においては、上位制御システム40が偏向磁場強度パターンデータ400
に基づき励磁電流パターンデータ401を生成する演算をおこない、電磁石電源制御装置22
に励磁電流パターンデータ401を設定しているが、上位制御システム40が偏向磁場強度パ
ターンデータ400を電磁石電源制御装置22に設定し、電磁石電源制御装置22が偏向磁場強
度パターンデータ400に基づき励磁電流パターンデータ401を生成する演算をおこなっても
よい。
【００５４】
　図5は、電流変化検出装置23に係る制御フローである。
【００５５】
　電流変化検出装置23に係る制御フローにかかる概要は、偏向電磁石電源制御装置22から
入力した励磁電流設定値221の変化量が更新制御の基準となる参照電流値（Iref）以上に
なると、高周波制御装置32内の周波数更新制御部36に周波数更新指令信号231を出力する
ことにある（図3参照）。
【００５６】
　電流変化検出装置23は、まず、更新制御の基準となる参照電流値（Iref）を設定し（ス
テップS11）、積算電流値（Isum）を初期化（Isum=0）し（ステップS12）、電磁石電源制
御装置22から出力される励磁電流設定値221を入力する（ステップS13）。
【００５７】
　この際、j番目に取り込んだ励磁電流設定値221をI（j）とする（ステップS14）。この
励磁電流データ（I（j））と前回の励磁電流データ（I（j-1））との変化量を積算電流値
（Isum）に加算する（Isum=Isum+（I（j）-I（j-1）））（ステップS1５）。励磁電流デ
ータ変化量を加算した積算電流値（Isum）と参照電流値（Iref）を比較する（ステップS1
6）。積算電流値が参照電流値以上（Isum≧Iref）となった場合、周波数更新指令信号231
を出力し（ステップS17）、積算電流値を初期化する（ステップS18）。
【００５８】
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　この比較処理が終了後、上位制御システム40での励磁電流設定値221の更新制御が終了
しているか継続しているかを判断し（ステップS19）、更新制御が継続していると判断す
ると、次の励磁電流データを入力し（ステップS21）、引き続き周波数更新制御をおこな
う。一方、ステップS19において更新制御が終了していると判断すると、周波数更新制御
を停止する（ステップS20）。
【００５９】
　電流変化検出装置23は、このような制御を周波数更新制御区間（図2参照）に繰り返し
実施することで、周波数更新指令信号231を生成することができる。周波数更新指令信号2
31はパルス信号である。
【００６０】
　電流変化検出装置23は独立した制御装置であってもよいし、上位制御システム40の一機
能であってもよい。電磁石電源制御装置22の一機能であってもよいし、高周波制御装置32
の一機能であってもよい。
【００６１】
　～請求項との対応関係～
　電流変化検出装置23は、偏向電磁石電源制御装置22から入力した励磁電流設定値221に
基づいて、励磁電流の変化を検出する電流変化検出手段を構成する。
【００６２】
　高周波制御装置32内の周波数更新制御部36は、電流変化検出装置23が励磁電流の変化を
検出し周波数更新指令信号231を出力する毎に、励磁電流変化に対応するように周波数設
定値321を更新する周波数更新制御部を構成する。
【００６３】
　高周波制御装置32内の周波数データメモリ35は、（数１）の関係式とI-B特性とから導
出された周波数パターンデータ403を記憶する周波数データメモリ部を構成する。
【００６４】
　～効果～
　以上述べたように、本実施形態においては、偏向電磁石20は励磁電流パターンデータ40
1に基づいて励磁制御される。一方、高周波加速装置30は周波数更新指令信号231に基づい
て励磁制御と協調しながら、かつ周波数パターンデータ403に基づいて周波数制御される
。
【００６５】
　励磁電流パターンデータ401および周波数パターンデータ403は、磁場強度パターンデー
タ400に基づいて生成されるものである。つまり、本実施形態における、励磁電流設定値2
21の変化に対応して周波数設定値321を更新する制御は、結果的に、偏向磁場強度の変化
に応じて周波数設定値を更新する制御（Bクロック制御）と同様な制御となり、同様な効
果が得られる。
【００６６】
　ところで、励磁電流パターンデータ401および周波数パターンデータ403は、予め準備さ
れたデータである。周波数更新指令信号231は、励磁電流パターンデータ401を構成する励
磁電流設定値221の変化量に基づいて出力される。すなわち、いずれも制御で用いられる
数値データであり、Bクロック制御で必須であった偏向磁場強度の変化を検出する検出手
段等の構成は不要である。
【００６７】
　したがって、Bクロック制御における大型化およびコストに係る課題は生じない。
【００６８】
　また、本実施形態においては、周波数更新制御は、周波数パターンデータ403に基づい
て行われており、イオンシンクロトロンのエネルギー変更時に周波数パターンデータ403
を入れ替える必要はない。また、大容量のメモリも不要である。
【００６９】
　したがって、Tクロック制御における制御の非容易性およびコストに係る課題は生じな
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【００７０】
　つまり、本実施形態は、照射ビームのエネルギーの変更制御が容易でありかつ、装置コ
ストおよび装置の大型化を抑えることができる。
【００７１】
　＜第２実施形態＞
　第１実施形態において、励磁電流パターンデータ401は偏向磁場強度パターンデータ400
および I-B特性に基づいて生成されているため、I-B特性の誤差により、（数１）に示し
た偏向磁場強度と周波数の関係にわずかな誤差が生じ、シンクロトロン内を周回するイオ
ンビームが、設計軌道上を安定に周回できないおそれがある。
【００７２】
　そこで、第１実施形態のイオンシンクロトロンに、イオンビームの周回軌道（ビーム軌
道）に対するビーム軌道フィードバック制御機構を追加することにより、偏向磁場強度パ
ターンデータ400から励磁電流パターンデータ401と周波数パターンデータ403を導出する
際、演算誤差により周回するイオンビーム15に軌道変化が生じた場合でも、シンクロトロ
ン10内を周回するイオンビーム15を所望の軌道上を周回させることが可能となり、より安
定したビーム加速制御が可能となる。
【００７３】
　図6は、本実施形態の制御ブロックダイアグラムである。このフィードバック制御機構
（以下、ビーム軌道フィードバック制御機構）は、イオンシンクロトロン10内を周回する
イオンビーム15の軌道を検出するビーム軌道モニタ14、ビーム軌道モニタ14で検出された
ビーム軌道検出信号141の位置を演算するビーム軌道検出部37、加速制御中の周回ビーム
軌道の目標ビーム軌道データ381を示す目標ビーム軌道設定部38、目標ビーム軌道設定部3
8から出力される目標ビーム軌道データ381とビーム軌道検出部37からの検出ビーム軌道デ
ータ371の変位量を演算し、この変位量を打ち消すために必要な周波数の補正量を演算す
るフィードバック演算部39、フィードバック演算部39での演算結果である周波数補正量39
1と周波数データ351を加算し、高周波発振器34に設定する周波数設定値321を規定する周
波数設定部36から構成される。また、目標ビーム軌道データ381から構成される目標ビー
ム位置設定データ404は、上位制御システム40により生成され設定される。
【００７４】
　ここで、イオンビーム15の偏向磁場強度、周波数、ビーム軌道の関係を簡単に説明する
。周回ビームのエネルギーＥと運動量ｐは、近似的に（数２）に示す関係が成立する。た
だし、ｃは光速である。
【００７５】
【数２】

【００７６】
　また、運動量の変化による計測位置でのビーム重心の軌道変位Δｘは、（数３）のよう
に示される。ただし、Δｘはシンクロトロンでの測定位置（ビーム軌道モニタ14の設置位
置）でのイオンビーム軌道位置の変位、及びηは測定位置での分散関数である。
【００７７】
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【数３】

【００７８】
　運動量ｐと偏向磁場強度Ｂは、ｐ＝ｅＢρの関係により、（数４）のように表される。
ただし、ｅは電荷量であり、ρは偏向磁場によるイオンビームの偏向半径である。
【００７９】
【数４】

【００８０】
　一方、運動量ｐと偏向磁場強度Ｂとの関係より、（数３）は、（数４）に示したように
、偏向磁場強度の変化が運動量に変化を生じさせることが得られ、しいては（数５）に示
したように、ビーム重心の軌道位置の変位量Δｘも生じることが示される。
【００８１】

【数５】

【００８２】
　高周波加速装置30は、偏向磁場強度パターンデータ400に基づき生成される励磁電流パ
ターンデータ401の変化に基づき、高周波発振器34に設定する周波数設定値321を制御する
。高周波加速装置30における周波数は、イオンビームの周回周波数（ｆ）と一致する。周
回周波数（ｆ）は、（数１）に示すように、偏向磁場強度（B）の関数として表すことが
できる。
【００８３】
　フィードバック演算部39は、（数１）および、（数５）に基づいて、この変位量Δｘを
打ち消すために必要な周波数の補正量391を演算する。周波数設定部36が、補正後の周波
数設定値321を高周波発振器34に設定することにより、偏向磁場強度と高周波電圧の周波
数が（数１）の関係を満たし、シンクロトロン10内を周回するイオンビーム15を所定の軌
道上を周回させることが可能となり、より安定したビーム加速制御が可能となる。
【符号の説明】
【００８４】
1　イオンビーム発生装置
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10　イオンシンクロトロン
11　前段加速器
12　入射装置
13　出射装置
14　ビーム軌道モニタ
15　イオンビーム
16　ビーム輸送系
17　照射装置
18　患者
20　偏向電磁石
21　偏向電磁石電源
22　偏向電磁石電源制御装置
23　電流変化検出装置
30　高周波加速装置
31　加速空胴
32　高周波制御装置
33　電力増幅器
34　高周波発振器
35　周波数データメモリ
36　周波数更新制御部
37　ビーム軌道検出部
38　目標ビーム軌道設定部
39　フィードバック演算部
40　上位制御システム
141　ビーム軌道検出信号
211　励磁電流
221　励磁電流データ
231　周波数更新指令信号
321　周波数設定値
331　高電力の高周波信号
341　低電力高周波信号
351　周波数データ
371　検出ビーム軌道データ
381　目標ビーム軌道データ
391　周波数補正量
400　偏向磁場強度パターンデータ
401　励磁電流パターンデータ
403　周波数パターンデータ
404　目標ビーム位置設定データ
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